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ロシア国家による地方の併合過程

一一バシキーリア併合の問題をめぐって一一一

豊川浩一

序論

1 パシキーリア併合についての研究情況

2 併合研究の問題点と新しい動向

3 史料について

I 併合前夜の情況

1 パシキーリアをめぐる16世紀の国際環境

2 パシキーリアの社会情況

3 口シアとカザン汗国

4 カザン汗国崩壊後の動向

H 併合過程

1 併合の経緯

2 併合受容についての問題点

3 併合受容の「条件J
臨 併合後の諸変化

1 口シア国家とパシキール入社会一一ヤサークと軍役

2 パシキール入社会の変化

3 17世紀のパシキーリア行政と叛乱

結語

序論

1 パシキーリア併合についての研究情況

1552年のカザン汗国の崩壊以後19世紀初頭までの問に，ロシア帝国の領土は，いわゆる

「辺境」とされる民族地域の併合政策により飛躍的に拡大した1)。しかし，各地域の社会・

経済的発展の段階は一様ではなく，そのためツアーリ政府は政策遂行の方法・手段を幾度

も変更せざるを得なかったし，それがある程度成功したのは特徴的である。それにもかか

わらず，概して言えば，ロシア帝国はこうした「辺境」の役割を17世紀までは重視してい

たとはいえず，諸産業の発展に伴って植民の必要性を積極的に認識するのはやっと18世紀

の「近代化Jを推進するピョートル一世時代になってからであったoそして，この時以降，
実質的に「辺境」をロシア帝国の一員に加えるため武力による一属強庄的な手段も採られ

たのである2)0 19世紀に歪り，ロシア帝国の植民政策の基本的な課題は，豊かな資源のあ
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る民族的辺境をいわば「植民地」として「本国Jの原料供給地に変えていくことであった3)。

ここに，我々はロシア一国内に農奴制と民族的諸関係とによって重層的に形成される一種

世界システムの相似形をみることはできないだろうか4)。

以上のような情況下で，ロシア帝国による民族地域併合のロシア史上における重要性は

疑う余地がない O この問題はツァリーズムの植民政策にも影響を与えており，その研究は

きわめて重要である5)。それらの研究では，各地域の併合は主に民族地域の人々の「自由

意志」に基づく行動とみなされ， しかも併合はロシアと民族地域の経済・政治的発展にお

いて，特にその初期の段階では重要な役割lを果たしたとも述べられている6)。

こうした併合についての全般的な研究の流れのなかで，パシキーリア併合についての研

究は次の二つの点から特徴的といえるのであろう O

まず第ーにいえることは，併合を含めたその前後の15-16世紀についての専門研究が少

ないということである O その理由として考えられるのは，ロシア語の史料が僅かしか存在

しないこと，およびパシキール語やその他のチュルク語の史料的研究が完全に不足してい

ることがあげ‘られる7)。しかし，もっと大きな原因がある o 15-16世紀前半の史料が，パ

シキール人とタタール人とを明確に区別していないことが研究を困難にしている。当時，

パシキーリアはカザン汗国，シベリア汗国，ノガイ=オルダの三勢一力によって分割されて

おり，そのためこの住民は統一的な政治組織ないし機構を形成しなかったへそれが自民

族話で書かれたまとまった文書史料を，彼らが持たなかった原因である。また，彼らはカ

ザン・タタール人やシベリア・タタール人とまったく同様にチュルク語民族グループに属

しているが，史料(特にロシア帝国の年代記)のなかでは，タタール人やノガイ人とは必

ずしも区別されていなかった。事実，年代記のなかだけでなく，当時の旅行家の記録にお

いても，彼らは「タタール人Jと呼ばれていたのである9)。

研究の第二の特徴は，パシキーリアの併合に関して伝統的に二つの相反する見方が存在

しているということである O つまり，併合がパシキール人の「自由意志」によるものか10)

あるいはロシア帝国の「強制」によるものか11)という二つの考え方である O この対立は，

単に刊行史料が少ないということに原因があるだけでなく，研究者自身による史料批判お

よびその政治・思想的立場によって左右される O

帝政時代における「自由意志J説の代表者として C.M.ソロヴィヨーフをあげることが

できる O 彼はカザン汗国支配下の五民族(チェレミス(現称マリ)人，モルドヴァ人，チュ

ヴァシ人，ヴォチャーク人，パシキール人)の併合について記しながら， Iカザン占領後

のイオアン(=イヴァン四世〕の最初の仕事は，これらの民族に対し，モスクワの臣民に

なること，つまり彼らがカザンに対してそうであった関係を〔モスクワと〕結ぶように勧

める使者を派遣することであった O それに彼らは同意したのである12)Jと述べた O

これに対し， I強制」説ないしは「征服」説を唱える研究者たちは，特徴的なことに地

方の歴史家や郷土史家にそれが多いが，パシキーリアの併合をロシア国家による「征服」

あるいは「侵略Jによるものと考えている O たとえば B.H.ヴィテフスキーは豊寓な史

料を駆使しながら，パシキール人は徐々に「征服」されていったと述べている O つまり，

「カザン帝国の崩壊とともに，ノガイ人たちはロシアの権力に怯え，ヴォルガやウラルの
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以東へ，またクパンへと逃がれていった。(中略)パシキーリアは一撃によって征服され

ることはなかったが， しかし事実我々がみるように，徐々に一歩一歩征服されたのであ

る13)j とO そして，彼によると，僅かの中断があったにせよ， rロシア政府と地方の異族
住民 (HHOpO，ll;'1eCKHe HaCeJIeHHH) 14) 特にその定住者であるパシキール人との間断なき

闘いは二世紀以上続いたIS)j という O

併合の時間的幅をどのようにとるかということによって，見解も分かれるであろう。し

かし，併合問題に関しては，以上の二つの考え方の中間的な見解もあるが，大別すれば上

記のように分けられよう。こうした論争はソ連時代に入ってからも継承されている。

たとえば， 18世紀のパシキール人叛乱の研究家 A.IT.チュ口一シニコフは， r強制」説
の立場からパシキール人が自らの意志によってロシア国家に臣従したとする考えを批判し

た。彼によると，ロシアのパシキーリア獲得は侵略と長期にわたる闘争の結果だとする 16)。

これに対し，17世紀中葉のパシキール人の大叛乱を研究した H.B.ウスチユーゴフは「自

由意志」説の立場から，パシキーリア併合の性格について触れ，次のような指摘を行って

いる。すなわち， rモスクワ・ツアーリへの臣従をバシキール人領主たちは主従関係と考
えており，モスクワの皇帝を彼らが仕えねばならない自分の君主であるとみなした O この

勤務も，またヤサーク支払いも日発的なものであったから，もし主従関係の情況が何かの

理由で臣下にとって受け入れ難いものとなれば……この自発性には廃棄の権利 (npaBO 

OT'bea，ll;a)も仮定されていたのである}7ljと。

また，現代における併合問題の専門家 A.H.ウスマーノフは同じく「自由意志」説の立

場から，ロシア国家によるパシキーリア「侵略Jという説が優勢だった背景には，研究者

側に史料が不足していたことと並んで，彼らが何よりも諸民族の歴史におけるツァリーズ

ムの有害な役割を示そうとする意図があったとした。彼らはツアーリ専制の植民的性格を

強調しながら，パシキール人に対するツアーリ政府の陰の側面のみを取り上げ，その結果

パシキール民族と大ロシア民族との有益な経済的・文化的接触の問題は明らかにされな

かった。その点，相互影響力の視点が欠知していたという 18)。

「自由意志J説は，現在のソ連では通説となった観がある19)。しかも，そうした見解
はパシキーリアの場合だけではなく，他の地域についても同様に通説となっているのが現

状であろう O

また，併合推進派の社会構成などの問題については様々な見解があるが20) 併合の歴

史的意義についてソヴェ卜史学ではおよその意見の一致がみられる O それを， M. X.ラフ

マ卜ゥーリンは次のように要約している O ①カザン汗国支配下での法外なヤサークから分

相応なヤサークへの移行。②商業活動の可能性が聞かれたこと O ③遊牧地の増大。④ロシ

アとの同盟による隣接遊牧民の攻撃からの防衛。⑤そして，全体として併合はパシキール

人諸部族の利益にかなうものであった21)と。

2 併合研究の問題点と新しい動向

しかし，以上のような併合に関する通説的解釈およびその進歩的意義の強調に対して，

他方で，パシキーリア併合そのものについてではないが，次のように批判的に述べる現代
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の歴史家がいることも事実である O いわく， 11552年以来，カザン汗国は主権国家として

存在することを止めた。その領域と住民は，いかなる自治の徴候もなく，ロシア国家の一

員となった。地方のそうした情況は，大十月社会主義革命まで存在した22)J とO

また，併合についての前節の通説的見解は， 50年代のスターリン・テーゼを受け入れた

結果といえるが，それに対する批判も現在現われてきている。すなわち，テーゼによって

導き出された図式は，①非ロシア人はロシア国家への併合前夜(16世紀)においてはロシ

ア帝国よりも発展しておらず，②併合は，概して言えば， 1自発的Jなものであり，③し

かも，それは諸民族に「進歩的」な情況をもたらした23) というものである。

これを C.X.アリシェフは，タターリアの場合についてではあるが批判している O まず，

先の図式の第一点目について。彼は，併合をこの地方に対するモスクワ国家側の関心から

よりも，ロシア国内の現象から考えるべきであるという O この地方におけるモスクワ国家

の利害の対応は，ソヴェト史学がしばしば論ずるように，オスマン帝国の拡張に対する防

衛的な対応でも，また15世紀以後の地方住民側からの援助要求に応える利他主義的な行動

でもなかった。その利害は，むしろロシアの国内的要因によるものであったO つまり，土

地への貧欲な欲求を持った領主の勃興にあった。アリシュフは，それを帝国主義そのもの

だと規定した24)。第二の点に関しでも，その「自発的Jという面を否定するお)。第三の

点に関してO 併合が，民族的な独立の喪失，独裁的な支配と植民地主義というこ重の較に

よる従属，そして他の非ロシア人との正常な接触を阻害したとされるタタール人自身に

とって否定的な結果を招いたことを無視ないしは軽視しないようにと説く 26)。その際，

彼は，中央沿ヴォルガ地帯の征服や併合を客観的にみて進歩だとみなす人々に次の相互に

関連する二つの点を考慮に入れることを促す。一つには，進歩や正義の基準は必ずしも自

明なこと，また普遍的なものではないということ O そして，いま一つには，特別な事件の

帰結としての進歩的な結果というものは，必ずしもこれらのできごとを正当化するもので

はなかったということである27)。

こうした地方からの批判とは別に，中央においても最近になって新たな動きがみられる。

カフカース中世史の専門家 A.rr.ノヴォセーリツェフの「日ソ歴史学者シンポジウム

一一第九回会議Jでの発言はその顕著な例であろう 28)。それは，吉田悟郎氏のソ連の歴

史教育における民族の扱い方に関する質問に答えたものであったが，彼は「自発的併合J

という問題を例に次の二点を指摘したO まず第一に， 1自発的併合Jを論ずる際に，各民
族の情況および併合の様子について具体的に検討する必要性を強調した。つまり，最初か

ら諸民族が「自発的併合jに向かったとすべきではなく，個々の事例毎に具体的に考案す

ることが大事であるという。さらに， 1自発的併合」よりは「臣従化 (BaCCaJIhTeT)Jの場

合の方が多くあり，実際の臣従化の意昧を問うべきであるともいう O そして第二に， 1自

発的併合」が客観的にいかなる歴史的意義をもたらしたのか，そちらの方を検討すること

がより重要であるとした O

以上の考えは，アリシェフの提起した根本的批判にまでは至っていないが，それにもか

かわらず，従来のソヴェト史学の認識とは若干異なる新しい動きが現われたとみることが

できる。それゆえ，本稿は，通説的解釈を批判した種々の問題提起を念頭に置きながら，
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併合過程と地方社会の変化を検討することを目的とする O

3 史料について

パシキーリアの併合研究に関する基本的史料は二種類である。一つは〈田emepe}と呼

ばれるパシキール入社会に伝わる口承・伝承史料。いま一つは，ロシア帝国の年代記であ

る。

第一に， {rnemepe} について。これはアラブ語起源で，文字通りには「樹木」を意昧

する語と「血縁関係Jを意味する語とが結合し，さらに新しい意昧として「系統樹」とい

う内容を持つに至った。チュルク語諸語でも同様に「系統Jの意昧である。パシキール民

族学の奉斗である P.r.クゼーエフは次のように述べる。〈田emepe} は， 1氏族や種族に
特有な書かれざる歴史」であり，共同体構成員たちは 110代前から15代前までの自分の先

祖の名前を記憶していなければならなかった29)JとO これは， 19世紀の歴史家や郷土史
家によって様々に訳されているが30) クゼーエフはこれを f系統年代記 (reHe8JJOrH可ec-
K8fI JJeTOllHCh) Jと名付けた31)。

〈田emepe} を一言で述べると次のようになろう。パルキール人の歴史に関して，彼ら

自身の手になる重要な情報を持っている写本であると。しかも，パシキーリアにおける社

会および歴史思想の成長の端緒について説明を与えてくれる独持な手書きの文献であ

る32)。

パシキール人の {rnemepe} についての研究とその刊行は，クゼーエフに依る所が大き

い33)。彼によって編纂された史料を基礎に研究したウスマーノブは，この史料がパシキー

リア併合についての研究や他の一連の諸問題(17世紀までのパシキール人の社会体制，民

族発生の起源に関する問題等)の研究にとって重要であるという 34)。そこで，本稿では，

クゼーエフによって編集された史料集35)が根本史料となる。とはいえ，これは口承・伝

承史料という性格のため，利用上の制約があることは否定できない。

第二に，ロシア帝国の年代記について。他面，ロシア側の史料である年代記も，その記

述についての信頼性という点では問題があり，それを記した修道僧たちを取り巻く種々の

環境を十分に考慮しなければならない。その点に関して， 江.B.チェレプニーンが，モス

クワの年代記は，中央集権国家形成の初めから全ロシアの地の統一とモスクワの正当性と

いう観念を宣伝した，と述べたのは重要であるお)。さらに， 1モスクワ第三ローマ論」も，

ロシアにおける首府としてモスクワの役割を正当化するための論拠となっただけではな

く，諸地域のモスクワ国家への併合を正当化する上で大きな理論的役割を担ったのも事実

である37)。

また，年代記が作られた背景にあるのは，モスクワが宗主権を持つという観念やその権

力の正当性・合法性を単に宣伝したり，表明するのを助けるというだけではなかった。そ

れらと並んで，当時の人々には当然であると考えられていた歴史のなかに「神の意志jを

みようとする観念も年代記作者を執筆へと駆りたてたであろう38)。しかも，執筆にあたっ

て，彼らは直接的ないし間接的に国家の干渉のもとにおかれたのである O この明瞭な例は

イヴァン四世とピョー卜ル一世の時代にみられ，事実ツアーリ自ら歴史著述に積極的で
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あった39)。このような傾向が，常に年代記にはあることを認識していなければならない

であろう O

I 併合前夜の情況

バシキーリアをめぐる16世紀の国際環境

パシキーリアをめぐる当時の国際環境は複雑であったo 15世紀後半，モスクワ国家は国

内的には中央集権化の形成期に入った。続くイヴァン雷帝治世の16世紀前半は，ロシア国

内の一層の成長過程であると同時に，国際的威信の高揚期にもあたっていたが，まだ十分

とはいえなかった。それでも，モスクワ国家は西方に気を配りながら，後の「東方政策J

を展開するための基礎となる時期に入ったのである40)。

他方，東方のオスマン=トルコ帝国は， 16世紀前半において世界史上最も活力のある，

また影響力のある国家として発展していた。特に，シュレイマン一世のトルコは，ヨーロッ

パにおける指導権確立を狙っていたハフスプルグ家の計画を挫折させ，これに対抗する勢

力を助長し，さらにはヨーロッパに勢力均衡もたらしたのであるO たとえば，ハンガリー

におけるトルコ支配を確立することになった1526年8月のモハッチの戦い以後の情況は，

ヨーロッパ全域に対トルコとの関係が常に外交の重要課題になることを君主たちに認識さ

せた41)

オスマン=トルコとロシアとの関係は， 16世紀中葉までは通商関係が主であった。しか

し，ロシアは，カザン汗国やクリミア汗国，アストラハン汗国，さらにはノガイ=オルダ

の背後にいつもトルコの勢力を強く意識し，これらを撃つ時はトルコによる牽制を受けた

し，また常にトルコの動向に注意を払わざるを得なかった42)。そして， トルコもきわめ

て宗教色の濃いイデオロギーである「ムスリム・ユルタの統一」という旗印を揚げながら，

カザン汗国，クリミア汗圃，アストラハン汗国，さらにはノガイ=オルダから成る反ロシ

ア包囲網の形成を考えていたり)。

しかし，クゼーエフが次のように述べるのはやや強引ではないだろうか。いわく， Iロ

シアと， 1542年にすでにオスマン帝国と公式に主従関係に入っていたカザン汗国との闘争

は，明らかに何よりも防衛の必要を呼びかけられたロシア国家への沿ヴォルガ併合の闘争

であり，客観的には世界的=歴史的な意義を有していた44)Jと。

しかし，いずれにせよ，イヴァン四世のロシアは，対外的な関係を一層自国に有利な方

へと変えていく努力を続けたのである。つまり，ロシアは草原と森林地帯を南下して国境

線を広げ， 1552年にはカマ川とヴォルガ川の接点にあるカザン汗国を，また1556年にはヴォ

ルガ河口に近い中継貿易の中心で、あったアストラハン汗国を併合したOそして，モスクワ・

カザン・アストラハンを結ぶ連絡路線の形成は，ロシアにとっては領土・交易の拡大を意

昧し，他方黒海北岸・北カフカース・ヴォルガおよび下流域のトルコェタタール系種族に

とっては彼らがロシアの宗主権下に置かれることを意味したのである45)。しかし，我々

はまず何よりも当時の地域住民の情況に日を向ける必要があろう。
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ロシア国家による地方の併合過程

2 パシキーリアの社会情況

本節では，パシキーリアの地誌，行政，社会体制，および、民衆の情況について概観する。

まず第一に，地誌について。パシキール人の居住地域は，ヴォルガ川，カマ川， トボー

ル川，およびヤイーク川(現ウラル川)の上流と中流の聞に挟まれたウラル山脈の両側に

広がっていたO この地域は，特に有用鉱物に富み，森林や広々としたステップ，満々と水

をたたえた川が流れる所である O ベラ川までの南ウラル西方の傾斜面は針葉および落葉樹

林がおい茂り，そのなかに肥えた黒土を含むかなり広大なステップ地帯が点在している。

また，パシキーリアの南の地方をこんもりと茂った森が覆っていた。ベラ川，ステルリ)11，

アシカダル川，デム川の渓谷は，から松の森林地帯が混じっている広々とした草原が伸び

ていた。パシキーリアの大部分，特にウラル以東 (3aypaJIbe)は，家高用の広大な放牧地

を含むはねがやのステップであった46)。

ここには次のような動物たちが生息している。森には熊，狼，山猫，穴熊，きつね，て

ん，りす，ビーバー，かわうそ，大鹿，湖にはかもやがちょうなど。そして，川特にヴォ

ルガ)11からはちょうざめの類が獲れた17)。

このように，狩猟や漁携にも従事していたパシキール人の基本的な生業は遊牧・牧畜で

あった。この経営には広い牧草地が必要になった。それというのも，夏だけではなく，冬

にも家畜(馬・羊・雌牛・らくだ等)を養うための広大な土地が不可欠だからである O ま

た，野性の蛮蜂の飼育，すなわち養蜂業も彼らの重要な生業となった。これも後のヤサー

ク税のなかに含まれていた48)。

しかし，基本的には遊牧・牧畜業を営んでいたパシキール人も，北西部，さらには17-

18世紀を通じて南部および東部の住民のなかには，ロシア人入植者との接触によって農耕

を知ったり，定着していった者も現われたO それでも定着し農耕を営んでいたのは，パシ

キーリア全体で見るならば，わずかな地域にしかすぎず， 16世紀後半までこの地方におけ

る大部分の住民は遊牧に従事していたのである49)。

第二に，行政について O この地方は，ロシア語で「道(瓜opora)Jと呼ばれる四つの行

政区分から成り立っていた。これは，キフチャク汗国時代の遺制といわれるものであるが，

実際上は18世紀まで県と並存していた O

この語源については A.ヤクボフスキー50)とB.B.ラード口 751)の二説がある。しか

し，両者ともいopora}の語源となるはapyra}を本来行政職と考えていた点で一致して

いる O おそらく，モンゴル諸国家内では一定領域の代表がそのように呼ばれていたのであ

ろう 52)。

キプチャク汗国時代，パシキーリアは幾つかの領域に分かれていてパ.o;apyra}が長となっ

ていた。このはapyra}たちが，①ヤサーク徴集に従事し，②支配下の族長たちゃ，同様

に他の責任ある人々が賦税の徴集を滞りなく遂行することを監視する役割を担うのであっ

た。このような任務を負った人々によって支配された地域が，後世ロシアの史料に旬。抑制

ra}という名称で，比較的不変の行政単位として現われるのである。しかも，これは18世

紀末 (1798年)まで存在し続けることになった53)。

15-16世紀には，すでにはapyra}という語は行政職というよりはパシキーリア四地域
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(カザン道，ノガイ道，シベリア道およびオサ道)の呼称となっていた54)。このことは，

カザン汗サイプz ギレイが1523年に免税特権領主であるタルハン (TapxaH) たる権利を九

人の領主たちに与えた有名な命令書 (HPJIhIK)によって支持されている O その史料から，

当時，カザン汗国は{)J.apyra}と呼ばれる行政管区に分割されていたことが分かるのであ

る55)。

第三に，社会体制について。 15-16世紀前半のパシキール入社会は氏族制社会であり，

時には氏族問で同盟を結ぶことさえあった O それについては，現在に至るまで，プルズヤ

ン，ウセルガン，キフサク，タミヤンおよびタンガウル諸族の伝承のなかに残っている O

それによると，その社会の指導者は族長56)であり， 16世紀には，彼らは「封建領主化」

していったとされる57)。

この時代の重要な氏族制社会の特徴の一つに民会があげられるが，ソヴェト史学では，

この民会の役割はあまり高く評価されておりず，ウスマーノフはその理由として次の二点

をあげている O 一つには，これらの民会はノガイの豪族 (Mypsa) やカザンの汗たちが影

響力を持ち得たし，その決定を拒否することもできたこと O いま一つには，遊牧民の有力

者である族長，タルハン，長老 (6aTblph)，およびイスラム教の聖職者が民会で大きな発

言権を有したからである58)。しかしながら，民会の構造と機能をより具体的に考察する

ことは，バシキール入社会を考える上で重要であろう O

また，土地は本来共同体の共有であった。つまり，それは氏族全体の所有とみなされて

いた O こうした体制は併合後も続き，むしろ併合はそのことに対して何ら影響を及ぼさな

かったと考えられる O その際，重要なことは，ツアーリより「賜与された」土地の代償と

してパシキール人はヤサーク支払いと軍役奉仕の義務を遂行したということである59)。

このように，パルキール人は氏族を中心とする共同体を核にして遊牧・牧畜等を営んで

いたが，彼らにはパシキール人としての民族的アイデンティティーの形成がみられなかっ

たということは注目しなければならない60)。確かに，彼らは同一氏族としてのアイデン

ティティーを示す様々な印を持っていたO ウラン (y抑制と呼ばれる戦いの時にあげる叫

び声，氏族に固有の紋章 (TaMr)，先祖伝来のトーテム信仰の影響，氏族の鳥や木等もそ

うであった61)。それにもかかわらず，彼らはパシキール人としての民族的意識を持たず，

またそれを形成するための契機も無かったのである O

第四に，パシキール人民衆の』情況についてO パシキール入社会の基本的住民である共同

体構成員は，形式的には土地や他の収益地を等しく所有していたが，実際には土地は族長

やタルハンおよび豪族たちの手に帰していた。また，他の様々な税や賦役に関しても，彼

らパシキール人上層はそれらから解放されていたが，民衆にとっては堪え難い重圧となっ

ていた。上層に免税特権等を与えるという汗の命令書は，我々に民衆が担わねばならなかっ

た負担がいかに重かったかを教えてくれる62)。その支払いは， rきつね，ビーバー，てんj
などで行い， rそのため，彼らはすっかり消耗しきり，貧窮に陥った63)J という O
さらに，彼らの負担はそれに尽きるものではなかった O 一層消耗的な義務は，彼らに課

された軍役奉仕である O 彼らは，ノガイ二=オルダ，カザン汗国，シベリア汗国の代々の汗

や豪族たちによって度々組織・遂行された軍事遠征や襲撃への参加が求められた。その際，
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彼らには遊牧民としての特長を生かして騎馬隊を編成することが義務づけられていた64)。

そして，諸汗国によるバシキーリアの細分化，およびノガイ人領主やシベリアの諸汗た

ちの間断なく続く来襲が，当地域の社会を疲弊させ，また全民衆の連帯形成の統ーを阻ん

だことも事実である。さらに，南部や南東部のパシキール人の一部は， ノガドイ人領主や自

らの上層部のアジテーションや強制によって南方(カブカースのステップやクパンのス

テップ)に移住させられさえした65)。

また，パシキール人氏肱聞の内証も見逃すことはできない。それは社会に大きな影響を

及ぼしただけでなく，彼ら自身が多数捕虜として中央アジアやヴォルガの諸市場で奴隷

(pa6CTBO) として売られることになったのである66)。

このように，パシキール人民衆は，当時共同体上層と諸汗国による二重の抑圧を被って

いたといえるであろう O こうした情況は実に16世紀中葉まで続くのである67)。この関係

に変化がみられるのがカザン汗国の崩壊以後であった。

3 ロシアとカザン汗国

前節で述べたパシキール入社会を大きく変えることになったのが， 1552年のカザン汗国

の崩壊とそれに続く一連の動きである68)。しかし，すでに本章第 1節で論じたように，

16世紀のロシアをめぐる国際環境はきわめて複雑であり，そのなかでロシアにとって何よ

りも早急に解決しなければならない問題は，カザン汗国との関係であったO このロシアと

カザン汗国との関係は，周知のように戦争にまで発展するが，それは16世紀第 2四半期の

東ヨーロッパのいわば国際関係のなかで，最も重要な問題のーっともなっていた69)。し

かも，この問題はすでに述べたように， トルコの影響を無視して考えることが不可能なの

である。

実際， 16世紀中葉のカザン汗国は， トルコやクリミア汗闘を背景にした，いわばロシア

にとって危険な「火薬膳Jであった70)。領土拡大と東部国境の保全を計るロシアにとって，

この「火薬庫」は大きな障害になっていた。ロシアがそのように認識していた理由をここ

では三つあげることができる O まず第一に，カザン汗国が存在するために，ロシアは西方

に対して安心して積極策を採れなかったこと。第二に，東方と南方からのロシアへの攻撃，

それによる都市や村落の荒廃と多数のロシア人捕虜の連行，およびロシア人やヴォルガ、沿

岸・ウラル地方の諸民族の貧困化をもたらしたこと O 事実， 1551年には，カザンで十万人

以上のロシア人捕虜が出ていた71)。第三に，カザン汗国がヴォルガの商業路を握ってい

たため，ロシア人は東方との往来に支障をきたしたこと7Z)の以上三点である。

しかし，ここで次のことも指摘しておかなければならない。すなわち， 16世紀のモスク

ワ国家はせいぜいモスクワを中心とするー勢力にしか過ぎなかったということ O 当時はむ

しろ，多くの民族諸国家や勢力がモスクワ国家と並存し，また競合し合っているのが常態

であった O 後の17・18世紀にみられるように，東欧における強大な勢力として統一された

ロシア帝国がすでに歴史的に準備されていた，とは必ずしも言えないということである。

特に，最後の点は，ロシア史をひとりロシア民族による国家形成史として位置付けようと

する歴史家によるその論理のための理由付けではなかったろうカ)73)。さらに，この点は，

t-u 
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併合をその民族の「自由意志jによるものとみなす考え方にも通じているであろう O

4 カザン汗国崩壊後の動向

カザン汗国とロシア国家の戦いは，イヴァン四世の1552年カザンの征服で終駕した。し

かし，この戦争は局面によってかなり複雑に推移していたのは周知の通りである O 本稿で

は，カザン戦争そのものについて論ずることはしないが，その経過のなかで，汗国の支配

下にあった中央沿ヴォルガ地帯の種々の民族が情況に応じて度々態度を変えたこと，そし

て最終的にはカザン側ではなくロシア側についたことなどは特筆すべき点である Oここに，

カザンとモスクワ双方の権謀術数あるいは諸民族の模様眺め的駆け引きが働いていたのは

いうまでもない。そして，このカザン征服以後，ロシアによる諸民族併合への動きが始ま

るのである74)。

しかし，カザン汗国崩壊後すぐに当該地域が完全に平静になったわけではなかった。

1553年 3月10日，アレクサンドル・ボリソヴィチ・ゴルパティー公はカザンからモスクワ

に宛てて次のように報告している o I草原地方(江yroBo白)のカザン人たちは裏切った O

ヤサークを納めず，草原地方でヤサーク徴集人ミシュリ・リホレフとイヴァン・スクラー

卜フを殺害し，アールスコエ〔原野〕にやって来て，全員が一体となり，逆茂木のある高

い山に陣取った75)Jと。叛徒たちは必死に戦いながら，強力な拠点をも創設した。年代
記は次のように続ける oIアールスコエ〔原野〕の人々も，川沿いや草原地帯の人々もメー

シャに砦を建設した O そこで，彼らは身を隠すために士を盛り上げて樫を作ったのであ

る76)oJ 

こうした叛乱鎮圧のため，イヴァン四世は強力な軍隊をカザン地方に派遣しなければな

らなかった77)。この叛乱は1553年秋には一層広範な地域にまで波及し，政府軍もさらに

多大の軍勢を投入しなければならない程であったO 年代記は叛乱の結末について次のよう

に語っている O ロシア軍は「メーシャの砦を焼き，そこで若干の人々を捕え，殺害した。

他の人々は走り去ってしまったのである O その近郊の村落もことごとく焼き払い，人々を

追い出し，砦をすっかり破壊したのである78)oJ 

叛乱は1555と56年にも発生した。特に， 56年には大きな動きが「草原地方jと「山側の

地方Jとで，つまりチェレミス人とチュヴァシ人住民の間であった O しかし，叛乱内部で

も鋭い対立が発生し，それが叛乱軍自体の弱体化につながっていった O かくして， 1557年

春に叛乱は鎮圧され，以前のカザン汗国支配下の民衆蜂起は終結したのである79)。

ここで問題となるのは，パシキール人と叛乱との関係である O 史料的には，彼らの叛乱

参加を示す直接の報告はない。ウスマーノフは，彼らは叛乱軍に参加していたかも知れな

いが，ロシア人と闘う何らの根拠も動機もなく，またロシアの軍隊もパシキーリアに侵入

することはなかった，という O なぜなら，彼らにはそのような侵入を行う理由がなかった

からであると断言する80)。確かに A.M.クルプスキー公の報告によれば，ロシアの前

哨部隊は反対者を追跡して「パシキール民族Jの所まで，すなわちパシキーリアの北西の

境界となるカマ川左岸までやって来たが，ロシア軍はカマJlIを渡らず，バシキーリアの境

界沿いに移動したという 81)
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パシキール人自身の具体的行動について史料がほとんどないため，我々は明確な答えを

導き出すことはできない。しかし，後の1572年ストローガノフ家がパシキーリア領内に定

住地を建設することに反対して立ちあがった叛徒のなかには，チェレミス人やオスチャー

ク人たちと並んで，パシキール人の名がみえるのも事実でなのである82)。

ウスマーノフは，カザン汗国とアストラハン汗国の崩壊，およびその併合は，ノガイ=

オルダの内証・弱体それに続くモスクワへの臣従的依存 (B8CC8JlbH8Ha8BHCbMOCTb)の傾

向を早めたとしている。そして，ヴォルガ、流域およびウラル地方の多くの諸民族について

も事態は同様であり，ロシアのパシキーリア併合にとって現実的情況を生み出したとして

いる83)。この点を含めて，次に併合そのものの過程を具体的に検討しよう O

E 併合過程

1 併合の経緯

すでに述べたように， 16世紀モスクワ国家の当地方に対する一層の軍事的援助や経済的

援助，カザン汗国の崩壊，それに続く旧カザン汗国領内へのロシア軍の行動にもかかわら

ず，情況は混沌としていた。たとえば，ノガイの汗や豪族たち，およびその影響下にある

民衆は，四部族を除いていまだその地域から立ち去ってはいなかった84)。また，他の諸

勢力も完全には一掃できなかったのである85)。では，パシキーリアは一体どのような経

緯でロシア国家に併合されていったのであろうか。

併合の様子については， {田emepep のなかでかなり詳細に語られている O ここでは，

まずパシキール人自身の行動について検討する O

カザン占領後，イヴァン阿世政府の関心は，もっぱら西方に向けられることになった86)。

しかし，その目的は他民族の併合を貫徹すること(しかも，できる限り平和裡に行うこと)

であった。その際，イヴァン四世が「あらゆる地方 (YJlYChI)に住む人々に向って，ヤサー

ク支払いの代償として，彼らに特許状 (m8JlOB8HHhIerp8MOThI)を送った。このなかで，

彼らパシキール人がヤサークを支払う代わりに，ロシアの君主は，以前のカザン汗がそう

したように，彼らを庇護すると明言している87)。

このようなツアーリの特許状は，実際パシキール人の受け入れるところとなった。たと

えば，パシキーリアのほぼ中央部に位置していたユルマテイン族の {rnemepe}は，この

ことについて次のように語っている。「ロシア人はカザンの町も占領した。それから後，

白き族長88)が王 (6叫 rn8h)になった。 959年89)白き族長は様々な地方に次のような特許状

を持たせた使者たちを派遣した O いわく， rたとえ，何びとも逃亡することなくとも，各
人は自らの宗教に従い90) また自分の習慣を守るであろうjと91)oJまた，土地について

も境界を明記して安堵されたが，それと同時にヤサークの額も決められたO しかし，その

際，上層の人々には様々な官位や称号が与えられたのである92)。

ユルマティン族はパシキーリアの中央部に住んでいたから，西部のパシキール人にも同

様の内容の特許状がすでに知られていたと考えても無理ではなかろう 93)。そしてまた，

南部と東部のブルズヤン，キプサク，ウセルガンおよびタミヤン族の {rnemepePでも同

司
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様の内容が述べられている94)。ユルマテイン族と同様，彼らもロシア国家に対して忠誠

を誓うことになる O そのために，彼らはカザンに人質 (8M8H8TbI) を差出すことを要求さ

れ，その後モスクワのツアーリ=イヴァン四世に使節を派遣することになった。それは，

パシキール人のカザン来訪後一年経ってからのことである。また， (rnemepe) によると，

大半の使節は1557年にモスクワにやって来て，彼らは献上品としての毛皮の他に，最初の

ヤサークを納めたという 95)。

《田emepe) のなかで，バシキール人は語っている O モスクワにおいて，彼らはツアー

リの特許状を受け，ツアーリの「臣民」となり，彼らが遊牧していた土地の世襲所有権を

「賜与されたJと。クゼーエフによると， 1557年のモスクワへのパシキール人使節の派遣

ならびに彼らに対するツアーリによる特許状付与は，ロシア国家のバシキーリア併合の最

終段階であるという 96)。

実際，ニコン年代記も， 1557年春，ツアーリの軍政官の一人 TI.11.シュイスキー公がモ

スクワに次のように報告したことを伝えている O カザン汗闘の住民は最終的にロシア国家

の権力を受け入れた。その従JI頃さの「果てにJカザンにいる彼の所に r..・H ・パシキール人
たちはやって来て懇願し，ヤサークを支払った97)JとO

その後，北東およびウラル以東のパシキール人たちは16世紀末になってロシアの臣民と

なった。その時にはすでに，シベリア汗国の命運も尽きていた98)。ここに，ロシア国家

へのパシキーリア併合は完了したとされるのである99)。

2 併合受容についての問題点

カザン汗国崩壊期にロシア軍とパシキール人との武力衛突がなかったこと，また前節ま

で述べてきたことから，ソヴィエト史学では，併合はイヴァン四世によるパシキーリアの

「征服」の結果とする根拠はないとする O むしろ，それはパシキール人側の「自発的」行

為ないし「自由意志」によるものとみなしている O しかし，果たしてそのように断定する

ことカまできるであろうか。

事実，地方の歴史家のなかには，パシキール人がイヴァン四世の特許状に呼応して自分

の意志でロシア国家に臣従した，ということに疑問を抱く人もいる O たとえば，ウファ県

の貴族で郷土史家でもあった B.A.ノヴィコーフがそうである。彼は，はたしてパシキー

ル人たちが臣従を示す請願書を送ったかどうか不明だとしている。彼がこれ以上に疑って

いるのは，パシキール人の臣従には何らかの圧力があったのではないか，ということであ

る。つまり，彼らはパシキーリアへのロシア軍の侵入に対する危慎の念からこれを受け入

れたのではないか，とみているのである100)。

しかし，ウスマーノフはこうしたノヴィコーフの疑問を批判しながら次のように反論す

る。つまり，ノヴィコーフは〈皿emepe)の多くのヴアリアントを知らなかった。そして，

事実，パシキール人のあいだには併合受け入れの動きが存在していたという O 彼はこれら

のことを次の三点から説明したO まず第一点。パシキール人たちは，ロシア人ツアーリの

臣下になることを望む請願書を持っていた。それは，ロシアの使節がやって来て，彼らパ

シキール人が特許状の内容について知った後のことであったという。第二点。カザンには
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ロシア国家への臣従受け入れの体制がすでに出来あがっていたこと O すなわち，ロシア政

府はカザン総督を長とし，またパシキール人からは族長を代表とする使節団が形成されて

いたのである 101)。第三点。時代は下るが， 1709年の史料は次のように述べている。いわく，

バシキール人は以前にカザン汗に対して困窮のなかで、仕え，またヤサークを何年にもわ

たって納め続けた。しかし，カザン汗国崩壊後，イヴァン四世である「大君 (Bemm附 ro-

cy~apb) に対して，祖父も父も絶対的に敬意を表しつつ，自らの意志でやって来て服従し

た102)J とO 以上がウスマーノフの論点である 103)。

併合に関する研究史上の論点については，すでに序論で述べたので繰り返しを避けるが，

ウスマーノフの指摘するように，併合受け入れの態勢が事実として出来ていたにせよ，パ

シキール人とロシア政府はそれぞれ自らの利益を併合のなかにみていたのではなかろう

か。そうであったからこそ，少なくとも表面上(あるいは事実として)は平和裡に併合が

進展していたかのようにみえるのである O それでは，パシキール人とロシア政府それぞれ

がみていた利益，そして双方にとっての併合の意昧とは何か。これが次の問題となろう。

3 併合受容の「条件」

当然のことながら，併合に対する姿勢はロシア政府とパシキール人とでは違っていたO

何よりも，ロシア政府にとってはその国家的利益の追求が第ーであろうし，他方パシキー

ル人は自由と従来の諸権利の擁護を期待しながら， rバシキールの土地が豊かな分だけ」
毛皮や蜂'蜜あるいは金納によるヤサーク支払いと軍役奉仕の義務を負った104)。この点を

具体的に検討しよう。

まず第一に，ロシア政府にとっての併合の「条件jについて。カザン占領後のウラルや

沿ヴォルガ地域におけるロシアの対外政策は，当地方の諸民族の内部情況を考慮して行わ

れた。一方，諸民族の間では，カザン占領の影響ド，すでにロシアへの接近を計ろうとす

る動きも強まっていた O このことについてもロシア政府はその情報を子に入れており，ロ

シアにシンパシーを持つ諸民族を味方に付けようとあらゆる努力を講じたのは言うまでも

ない。その点，カザン戦争の時とまったく同様であった O この目的のため，すでに述べた

ように，至る所にツアーリの特許状が送付されたが，それは当該地方の住民にロシアへの

併合あるいは合体を呼びかけるものであった。その際，政府は彼らに「平和と安全(MfIP

s 6e30rraCHOCTb)jを約束したのである O

ツアーリの特許状はいう or恐怖IL、を抱かず，また怯えることなく余のもとに来たれ口
余は過去のことを忘れるであろう O なぜなら悪事は罰せられたからである O そして，余に

汝らがカザンの代々の汗たちに支払っていたものを支払うように l05)J とO

しかし，ロシア政府はもっと明確な国家的利益の追求を考えていた。政府は，カザン汗

国やアストラハン汗国に対する戦いにあたって，当地方でツアーリの軍隊に自ら進んで参

加・臣従する民衆を必要としていた O また，実際にそうした人々， しかも戦闘に長けた騎

馬隊を獲得したのだから，ある程度の譲歩として，彼らに一定の利益を与えても構わない

と考えていた106)。

この点について，パシキール人の伝承は次のように語っている。すなわち，カザン崩壊
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後，パシキール人は， Iツアーリニイヴァン・ヴァシーリェヴィチの善良さについて色々

耳にしていたので，彼らは自分たちの族長を派遣して臣民にしてくれるように頼んだ。

ツアーリは慈悲深く使節たちをもてなし，彼らに称号を与え，色のついたカブタンを賜与

したO また，パシキール人たちには，軽い毛皮と蜂蜜によってヤサークを納めるという条

件で，彼らが住む土地を所有する権利を与えたのである107)oJ 

こうした国家的利益の追求と並んで，政府の利益提供がきわめて階級的立場からなされ

たということも見逃すわけにはいかない O つまり，純然たる利益を受けたのはパシキール

人民衆ではなくて何よりも上層であり，そのことによって彼ら上層は自らの経済的そして

権力的基盤を従来にもまして強固なものとしていった。先にあげた伝承中に表現されてい

るイヴァン四世に対して抱くバシキール人の好意も，この観点から考えなくてはならない

であろう O

次いで第二に，パシキール人にとっての併合受容の「条件Jとは何であったのだろうか。

彼らは，この併合に，何よりも自由と諸権利の保護をみていた。つまり，彼らは自らの生

命・土地に対する世襲所有権の保障および信仰の自由などを念頭に置いていた。確かに，

「イヴァン雷帝は，パシキール人を自らのいと高き手のものにおかれた。彼らに対し，彼

らとその土地を隣接の民衆の抑圧と占領から守り，かっパシキール人によるイスラム教伝

導の完全な自由を与えた108)Jという O

しかし，より重要なのは，イヴァン四世がパシキール人に世襲の土地所有権の確認を与

えているということである O その特許状では，彼らが従来通りに土地の完全な所有者のま

まであり，政府は常に彼らの土地に対する権利を守り，その世襲領地内での勝手な土地占

拠および外部から世襲領地への侵入に対して彼らを保護するという条件がうたわれてい

た109)。また，彼らには，以前タタール人やノガイ人の領主たちによって占拠されたてい

た土地も返還されたのである110)。

こうした土地世襲所有権の保障を内容とする特許状を受けたことから，パシキール人の

聞にはイヴァン四世に対する人気が高まることになった。彼らは，イヴァン四世を「善良

な」あるいは「寛大な」ツアーリと呼んだのである O ツアーリに対するこのような彼らの

抱く好意も，実はロシアの国家的利益の追求という観点からみなくてはならないというこ

とはすでに述べた通りである O しかし，より注目しなければならないのは，土地世襲所有

権の確保の代わりに，パシキール人はロシア国家に対するヤサーク納入と軍役奉仕の義務

を通して111)ロシア国家とパシキール人との関係が支配ー従属関係へと発展していった

ということである O この点の検討が次の課題となろう O

E 併合後の諸変化

ロシア国家とパシキール人社会一一ヤサークと軍役

第一に，ヤサークについて。これに関しては，従来から多くの研究がある。たとえば，

研究史を踏まえた上で，特に c.B.バブルーシンの研究に依拠しながら B.耳ドミトリ
エフはその論文で中央沿ヴォルガ地帯のヤサークについて考察している。彼によると，ヤ
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サークはキプチャク汗国時代からすでに存在しており，チュヴァシ人，チェレミス人，ウ

ドムルト人，モルドヴァ人，および若干のタタール人が支払っていたという 112)。

一方，併合以前のパシキール人たちは，共同体毎にその土地や牧場の大きさに応じてヤ

サークを支配者である汗あるいはその代官たちに納めていた O その際，ヤサークの直接の

納入者は共同体構成員たる各家族であり，それをパシキール人ないしはタタール人領主が

徴集し，その後土地の最高所有者たる汗のもとに届けたのである O 史料は，ヤサーク等の

税が堪え難い程重かったこと，そのためパシキール人が度々立ちあがったことを伝えてい

る113)O

しかし，ここで重要なことは，ロシア政府およびパシキール人それぞれにとってのヤサー

クの意味である O それは，パシキール人にとってカザン汗国に取って代わった新たな上部

権力であるロシア国家に対する忠誠の印であると同時に，彼らの土地に対する世襲所有権

のシンボルともなっていた114)。他方，イヴァン四世政府にとっては，国庫の補充，賛沢

品に対する渇望の充足ということだけではなく，地方支配の一つの手段でもあった。以上

の点を具体的に考察しよう O

まず，パシキール人にとってのヤサークの意味について。ロシアのツアーリから土地に

関する特許状を受けた後，土地はパシキール人諸氏族のものとなったが，その特許状のな

かには， I領域の境とヤサークの額Jとが明記されていた O たとえば，イヴァン四世から

ユルマティン族に与えられた特許状によると，彼らは以前ノガイ人によって占拠されてい

たアシカダル川沿いの広大な土地を領有するようになったO そのことに対し，彼らは年間

百匹分のてんの毛皮をツアーリに納めたのである115)。そして，ほとんどすべてのパシキー

ル人村落には，同様の伝承が現在でも残されている116)。

政府は，各氏族に土地を「下賜する」際には，当時すでに存在していた氏族毎の境界を

守り，またパシキール人の方でも土地に対する特許状の受領を希望する場合，彼らはその

土地を「彼らの祖先や祖父たちが所有していたことJを証明しなければならなかった。そ

して，併合当初，ロシア政府は土地の法的所有者を人々の集団¥KOJIJIeI¥THB 江IOAeA) たる

氏族共同体とみなし，それゆえ16世紀後半から17世紀初頭を通じて，ほとんどすべてのパ

シキール人の土地は特許状によって氏族の所有となった117)。このようにして， I下賜され

た」土地の代わりに，政府はパシキール人に対し，受け取った土地の大きさに応じてヤサー

クを要求し，それが斉家族に均等に課されることになったのであるO

こうした情況下で，パシキーjレ人は土地に対する世襲所有権とヤサークとの関係につい

て独特な観念を抱くようになった。つまり，彼らはこの所有権の依り所を「ヤサーク台帳J

への登録とみなし，ヤサーク納入の義務を負う者は台帳に査録されているが，土地に対す

る自らの権利もこの同じ台帳に載っていると考えたのである O たとえば，後年1694年，オ

サ，カザン，シベリアおよびノガイの各道のパシキール人はイヴァン五世とピョー卜ル一

世両帝に対して興味深い請願をしている。そのなかで，彼らは，土地世襲所有権を持つが，

「ヤサーク台帳Jに登録されていない者はその権利を持たないという O パシキール人は，

そのことを根拠に，外からの流入者が彼らの土地を勝手に占有していることに対し，自ら

の土地所有権を保護してくれるようにと請願したのである 118)。同様な例を， 1728年 5月
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のカザン道グレイスカヤ郷のパシキール人の証言等にもみることができる119)。

しかし，これらの証言は，逆に，彼らの土地に対する世襲所有権が徐々に侵害されてい

たことを示している120)。そして，パシキーリア内の彼らの独占的土地所有は，法的には

1736年 2月11日の布告によって完全に消滅し，ロシア人や他の流入者も土地を所有する権

利が法的に確認されたのである121)。しかし，それ以後も彼らパシキール人は土地に対す

る世襲所有権を主張し続けた。その例を，我々は， 1767年新法典編纂委員会の代表者に対

する旧ノガイ人の支配下にあった地方のパシキール人の発言122) さらには19世紀に入っ

てからの史料にもみることができる123)。

他面，ロシア政府は，このヤサーク制度を地方支配の道具のーっとして利用するに至っ

たのである O つまり，政府は地方住民の上層と他の民衆とを峻別して支配する方法をとっ

た。実際の納入は民衆が担ったが，上層部にはヤサーク納入からの解放という特権が与え

られた。その際，彼ら上層の人々は政府に人質を差し出すことを要求されたのである O こ

うしたことを通して，ロシア政府は地方の上層が民衆と遊離した存在になることを助長し，

それを利用して政府にとって脅威とならないように，パシキール人全体の連帯形成をも阻

むという地方支配の碁本政策を貫徹しようとした124)。また，土地に関しでも，共同体の

ものとして，公的にはパシキール人上層部に土地管理権を認めることはなかったが，実際

には政府は彼らをそうした権利等の占有へと向かわせた。そのことも，先に述べたロシア

政府の地方支配の政策に沿ったものとみなすことができょう 125)。

第二に，軍役についてである O これも，ヤサークの制度と同様，パシキール入社会をロ

シア国家に従属させる重要な要因となった。この義務は，パシキール人に騎馬隊を編成さ

せて，ロシアの南東国境の防衛に常時あたらせるという以外に，対外遠征への参加をも要

求したのである o 16世紀後半の対リヴォニア戦争や対クリミア戦争， 17世紀初頭の対ポー

ランドェスウェーデン戦争，さらには17・18世紀の種々の戦役に彼らは参戦することを余

儀なくされた 126)。彼らの戦功に対して与えられる賞与や官位は，やはりパシキール人上

層に厚かったのである O

一方，ロシア政府は，上記のような実際の軍役だけではなく，制度としての軍隊組織(そ

して軍役奉仕)を通してパシキール人を監視するという意味をもこの義務の中にみていた

のであろう O

しかし， 16世紀後半の政府にとって緊急の課題となったのは，一層徹底したヤサークの

徴集，地方行政の確実な執行，およびシベリア汗国に対する軍事行動のための拠点をパシ

キーリア内に建設することであった127)。その当時まで，カザン汗国崩壊以来約30年間に

わたり，拠点となったのはカザンであった O それに代わって， 1586年パシキーリアの中央

に要塞ニ都市としてウファが建設されたのである128)。ここで注目すべきは，ウファ建設

と躍を接するかのように，当地方へのロシア国家による植民が開始され，さらにウファは

パシキーリアの境界を越えて東方地域にまでロシアが勢力を拡大する拠点となった，とい

うことである 129)

以上のように，ヤサークと軍役はともに，パシキール人のロシア国家への従属を確固た

るものにしていったのである O そして，パシキール入社会内部の諸問題に対しても，併合
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以後ロシア国家は積極的に関与するようになった。

2 パシキール入社会の変化

併合を受け入れてから，パシキール入社会には様々な変化がみられるようになった。特

に注目すべきは，人間関係の変化が生じたこと，つまり従来にもまして社会内部に一層明

確な支配一被支配の関係が形成されたということである。しかも，ロシア政府がそれを助

長していたのである。ここでは，それを併合以前にすでに存在していた奴隷制と搾取の情

況，そして様々な抑圧に対する反抗について概観することにより検討しよう O

まず第一に，奴隷制について。南ウラルおよび沿ウラルの諸種族は中央アジアの奴隷制

を基盤とする諸文明と人種的にも経済的にも接触を持っており，パシキール人はそうした

奴隷制社会の中心とステッフ地帯の遊牧民との橋渡し的存在であった O 戦闘に長けていた

パシキール人のもとで，奴隷の主な供給源は戦争捕虜 (HCblpb) である。

歴史文献によれば，パシキール人たちは中央アジアの諸市場で彼らを売ったり，奴隷に

する目的で、北方民族のハザール族やスラヴ人さえも襲撃した130) 10世紀初め，アッパー

ス朝カリフのムクタデイルの使節としてヴォルガ河畔のブルガール族の王のもとに使いし

たイプン・ファドラーンは，そうしたことがすでに当時存在していたことを伝えている。

また，碩学 B.B.パールトリドは，パシキール人のもとで戦争捕薦の売買はかなり広範に

普及していた現象であるという O そして，時には自分たちと同種族の者さえも奴隷として

売ってしまうこともあった。 14世紀のアラブの著作家エル・オマルは，パシキール人やブ

ルガール人たちは自分の子供さえも売っていたと記している131)。また，奴隷化は債務関

係によって生ずる場合もあった132)。

併合以降になっても，このような情況は止まず，さらには永久および期限付きホロープ

制や折半小作的な諸関係さえもパシキール入社会のなかに徐々に生じる場合さえあった。

しかし，ツアーリ政府にとっては，ヤサーク住民の数的減少につながる上述の関係の発展

は不利益ともなり，そのため政府はそうした関係の進展に歯止めをかけることさえしたの

である133)。クゼーエブは，パシキール人の奴隷制はその社会にとって基本的な生産力と

はならなかったとしているが134) 事実は政府が関心を示す程大きな問題になっていた O

また，上記の奴隷制と関連して，ロシア国家に対する忠誠の印としてパシキール人が差

し出す義務を負った人質の制度も注目しなければならない。管見の限りでは史料は少ない

が， 18i世紀に至るまでパシキール人には大きな負担になっていたのである135)。

第二に，搾取の情況について O ソヴェト史学の通説的解釈では，すでに述べたように(第

I章 1・2節)，併合以後のパシキール人の情況はそれ以前と較べて改善されたという。

しかし，パシキール人上層と新たにその地域に派遣されてきたロシア人軍政官たちは，パ

シキール人に対し従来にもまして重い税等を課し，彼らに苦しい生活を強いたことも事実

である O それは，政府に差し出すヤサークや彼らの担う賦役とは別に，ロシア人の役人や

パシキール人上層が私的な目的で無理にパシキール人民衆から取り立てる賦税が増大した

からであった O

この点に関して，ノヴィコープの見解は特徴的である。「もち論，そうした遠隔地域を
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支配する人々は，ヤサーク徴集に際して，自ら若干の圧力を加えたり，また現物納義務の

なかに政府によって要求されていない多くのものを付加したのである 136)Jと。実際，史

料にはこのようなパシキール人上層とロシア人の役人双方による搾取の例が少なからずみ

られる。特に，地方役人の側からの圧迫や汚職ははなはだしかった。軍政官，ヤサーク徴

集人，および他の役人は，その役職を利用して私腹を肥やした。地方住民の財産は奪われ，

ヤサーク納入者たちの妻や子供は奴隷とされたりもしたのである O あるパシキール人は，

1663年の史料のなかで，次のように述べている。「イヴァン・パプロフとイヴァン・クラ

コフとは，彼ら〔パシキール人〕のところから良い馬と側対歩のできる馬，ビーバーの毛

皮，そしてあらゆる種類の家財道具を奪い，自分のものとした。そして，彼らの妻や子供

も強奪した。さらに，彼らの衣服もはぎ取り，その妻たちを一枚の下着だけのままにした

のである137)Jと。

第三に，種々の抑圧に対する反抗について O 併合以後，特に17世紀以後，パシキール人

は，不法なヤサーク徴集や搾取に対して度々立ち上がった O しかし，蜂起した多くのパシ

キール人は，鎮圧時にはパシキール人の上層やロシア人の官憲による残忍さ，専横，さら

には復讐にさらされたO それゆえ，彼らはカザフのステッフへと逃亡を計ろうとしたが，

多くは逮捕・殺害されたり，奴隷として売られたりしたのである。こうした情況について

述べた史料は138) 上層の人々などの纂奪に対する直接・間接的指摘が主たる内容となっ

ている。

また，蜂起を考える場合，パシキール人はそれをどのようにみていたかを検討すること

も，なぜ彼らが立ち上がったのかを考察する上で重要である。もちろん，パシキール人は

様々な抑圧等に反対すべく蜂起したのであるが，以下に述べるように，特徴的な彼ら自身

の蜂起・叛乱観もまた立ち上がる上で大きな役割を果たしたのであろう。

ロシア人にとって，ーたび忠誠を誓った者が蜂起を起こすことは反逆であるが，しかし

パシキール人にとって，蜂起は譲ることのできない権利であった。確かに， 16世紀中葉に

は，彼らはロシアの宗主権を受け入れた。しかし，彼らは，自らは自由であって，併合も

自発的に受け入れたのであり，受け入れたと同様に，捨て去ることもできると考えてい

た139)。それがこの地方の遊牧民の問における習慣的観念であったO とはいえ，ロシア人

は事態を違った角度からみていたのは言うまでもない。つまり，彼らはロシア政府を支持

する人々を「忠実なパシキール人Jと呼び，他方反対する人々を「反逆者」と規定したの

である O しかし， r忠実なパシキール人」は，自民族によって，今度は逆に裏切り者とみ
なされもした140)。

パシキール人の蜂起は，外部からの侵入に対する抵抗という色合いが濃い。併合後，史

料にあらわれた蜂起の最初のものは，すでに述べたように(第I章 4節)，ストローガノ

フ家に対するものであった。 1572年パシキール人は，他のチェレミス人，ウドムルト人，

オスチャーク人およびノガイ人等とともに，この有名な企業家によるカマ川沿岸での定住

地建設に対し立ち上がった141)0 1581年には，再び同地にストローガノフ家によって建て

られた町が，パシキール人を含めた一団によって攻撃され焼却された O また，ノガイ道の

パシキール人とノガイ人たちは， 1586年ウファとベーラヤ川の合流点近くに町を建てるこ
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とに反対した。そして， 1589年のロシア人定住者に対する攻撃はことに激しいものであっ
た142)。

それ以後， r動乱時代」を経て17世紀に入っても，パシキール人による流入者に対する
闘いは衰えをみせないのである。なぜなら，彼らの外からの侵入に反対するという行動は，

当地方の他の民族であるタタール人，チュヴァシ人，チェレミス人，ウドムルト人，カル

ムイク人らの共感と支援を受け，時には共に立ち上がることさえあったからである143)。

しかし，徐々に当地方に対するロシアの政策にも変化がみられるようになった。

3 17世紀のパシキーリア行政と叛乱

当地方の諸民族に対して， 17世紀のロシア政府は新たな政策の転換を迫られることに

なったO カルムイク人が，アルタイ山脈からヴォルガ川にかけて辺境に沿って住んでいた

ロシア人の活動を妨害したのである。また，多くのノガイ人はカルムイク人に吸収され，

他の一部のノガイ人は北方に逃がれたO そして，残りはそのまま南方に残留し続けたので

ある。カルムイク人とノガイ人とが結合して，両者はロシア人の辺境諸都市を攻撃し，そ

のため政府はカザンの南東に新しい防衛線を築く必要に迫られた O それがカマ川以東に築

かれたトランス・カマ線 (38K8MCK8H JIMHMH) である。この規模としては取るに足らない

防衛線が，ウブァの建設と並んで，ロシア国家によるパシキーリア地方に対する植民のよ

り強固な礎石となった144)。

1652-57年の聞に，このトランス・カマ線は新しい防衛線に取って代わられた。それは，

ヴォルガ川に発し，パシキーリア内のベーラヤ)11河口にほとんど達するものであった。そ

の主な要塞は，ベーjレイ・ヤール，エルクリンスク，ティインスク，ゼリヤルスク，ノヴォ

シェスミンスク，キチュエブスク，ザ、インスクおよびメンゼ、リンスクである 145)。

この地方に足場を築き，さらに勢力を拡大しようとするロシア政府の動きと，それに対

する地方住民のあつれきは， 1662-1664年の大辺境戦争となって現れる O 詳細に検討する

ならば，その原因は三つある。第ーには，ポーランドヰクリミアとの戦争遂行による国内

経済の破碇，そしてそれに続く国庫増収を計るべくあらゆる地方の住民に対して課された

貢租の増大であった146)。第二には，そして特にパシキーリア内の直接的原因となったのが，

農奴制を逃れてやって来た多数のロシア人農民および中央ヴォルガや下カマ流域地帯から

の非ロシア人の流入であった O 彼らはパシキール人の放牧用地を占拠したのである。こう

した情況に対して，先住民の聞から不平が生じていた。 1694年の史料ではあるが，そのこ

とを明瞭に示しているのであげておこう O その中では，カザン官署 (ITpMK8S K8SaHCKOrO 

.n;BOpu:a) は，ウファの軍政官，n;.H.ゴロヴィーンに対し，次のようなパシキール人の不

満を引用して，移住者を領域の外に出すように命じている orこれらの移住したロシア人，
タタール人，チュヴァシ人およびヴォチャーク人は，彼ら〔パシキール人〕の多くの村が

ある古来からの世襲領地に定住してしまっている。彼らは土地を耕し，干し草を刈り，養

蜂に役立つ木々を含んだ森林を伐り，また標識の付いた木も伐採したのである O そして，

彼らの世襲領地内の人々の数が多いため，あらゆる野性の動物たち，すなわち，へら鹿，

熊，きつね，てん，りすは逃げ去り，ビーバーは絶えてしまった。彼らは動物たちを殺し
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たり，魚をとったりし始めたのである O そして，馬群や家畜のための放牧の場所がなくなっ

てしまった O それゆえ，我が大君よ，彼らは，ヤサークとすべての賦税を納めることがで

きなくなったのである147)JとO ここでは，パシキール人は，単にロシア人に反対するの

ではなく，バシキーリアに流入してきたあらゆる人々に対して不満を述べている。蜂起の

原因の第三には，前節でも述べたように，ロシア人官僚による圧迫やその地位を利用した

職権濫用に対する反発があげられる148)。

1662年に始まったこの騒乱では，地方住民は， I教会を焼却し，破壊した O また，多く

の村落や部落を破壊し，大量の血を流し，多くのロシア人を殺害し，捕虜とし，さらには

多くの人々を〔奴隷として〕売ったのである149)oJ 

しかし，より注目すべきは，この叛乱は，パシキーリアの領域外まで飛び火し，他の辺

境住民をも巻き込んだ運動にまで発展したということである O この機会をとらえて，前シ

ベリア汗であったクチュム汗の後継者たちもこの争いに加わり，またシベリア道のパシ

キール人指導者もシベリア汗国の再興をうたって参加した150)。あるいは，当時すでにロ

シアとポーランドとの戦争に関わっていたクリミア汗固に助力を求めようとするパシキー

ル人もいた。また，その行動にどれだけイスラム教という共通の宗教が影響を及していた

か判断することは難しいが，本稿ですでに述べたように(第I章 1節)，モスクワ国家に

対抗すベく 16世紀のトルコの掲げたムスリムの統一という旗印も作用していたかも知れな

し)151 )。さらには，カルムイク人たちの動きも叛乱を一層複雑なものにしていた。彼らの

なかには，パシキール人側につく者やロシア政府側につく者がいたのである 152)。しかも，

パシキール人自身もすべてが蜂起したのではなく，政府側に立つ者もいた153)。

叛乱は，上記のようなその構成と志向の複雑さもあって，少数のロシア軍によって鎮圧

されたが，パシキール人は数年後また新たな叛乱を起こした。彼らは， 1670ー71年のステ

ンカ・ラージンの叛乱に積極的に参加し，さらに1675-83年のセイトの乱と呼ばれる大辺

境戦争をもひき起こしたのである154)。そして， 18世紀に度々発生するパシキール人の叛

乱は，ロシア政府の推進する植民政策との関連で考察しなければならないが155) プガ

チョーフ叛乱の発生する18世紀後半まで間断なく続くのである O

結語

以上，パシキーリア併合を具体的に検討しながら，ロシア国家の地方併合過程の様々な

問題を考察してきた。その際，筆者は，併合を単に16世紀中葉だけの出来事としてとらえ

るのではなく，その後のロシア国家の植民政策(少なくとも，その開始期)までをも視野

に入れて考えようとした。なぜなら，併合は，単にそれだけで完結する歴史事象ではなく，

ロシアの園内植民の始まりをも意味するからである O そして，この併合は，それに続く植

民の展開に合わせて，地方社会を大きく変貌させ，また地方はロシア国家の構成部分とし

てしっかりと組み込まれていったのである 156)。そして，パシキーリアの場合は，ロシア

帝国にとってのその最初のケースとして，併合問題を考える上で大いに重要となろう。

また，我々は，パシキーリア併合について具体的に検討すると同時に，ソヴェト史学の
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通説的解釈についても言及してきた。その「自由意志j説に関しても，より詳細に検討す

ることにより，併合にあたってパシキール人とロシア政府それぞれの思惑の違いが存在し

たことを指摘した。また，併合以前と以後との地方社会の情況の比較についても，ロシア

国家による併合後の方がパシキール人にとって好ましいとは必ずしも言えないことを，併

合後のパシキーリアの様々な変化を通してみてきたのである。

しかし，上記の点については，情況を示す史料しかなく，より明確な実体を示す史料を

見出さなければならない。また，併合を積極的に推進した地方の社会層の志向分析，併合

をめぐるパシキール人とロシア政府の具体的な協定内容の検討等は今後の課題となろう。

〔付記〕本稿は文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である O
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(6) H. r. Arro四 OBa，YKα3. cmαm.， CTp. 355・356. なお，本稿では〈叩scoe即日ieHse}の訳語に「編

人Jではなく.r併合jをあてた。
(7) A. H. Y CM8HOB， llpucoeθUHeHue.・1960，CTp. 3-4 ; Ero me， l{o6poao・ItbHOenpucoeθUHeHUe.... CTp. 

5. 

(8) そのことは，次章 2節で述べるように，パシキール人が民族意識を形成し得なかったこと

に影響を及したであろう O

(9) A. H. Y CMaHOB， llpucoeθUHeHue.・" 1960， CTp. 3・4; Ero me， I{oθ'POaO.4bHOe npucoeθUHeHue...， CTp. 

5. 
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(10) 1自由意志」説をとる歴史家には次のような人々がいる。B.H.タチーシチェフ， 11. K キ

リ一口フ， I1. 11.ルイチコープ， H. M.カラムジーン， C. M.ソロヴイヨーフ， )J;. H.、ノコロ

ーフ， M. 11.ウミドバーエフ， P. r.イグナーチエフ， H. B.ウスチューゴフ， A. H.ウスマ

ーノフなどで、ある O

(11) 1強制J説をとる歴史家には次のような人々がある oB. H.ヴィテフスキー， B. A.ノヴィコ

ーフ， B.I1.フィロネーンコ，凹.I1.テイペーエフ， I1.φ.イシェリコフ M.カルミン P.

M.ライモフ， A. I1.チュローシニコフなどである O

(2) C. M. COJIOBbeB， HcmopuJl Poccuu c ape8Heumux 8pe.+teH， KH.皿， T. 6， M.， 1960， CTp. 477. 

(13) B. H. BllTeBC.Klls， H. H. Hen.a/Oe8 U ezo OpeH6ypzcI>utl I>patl 8 npe:>ICHe.+t ezo cocmα8eθo 175&.， 

BhlI1. 1， KSSSHb， 1889， CTp. 127. 

(14) ヴィテフスキーによると， 1異族住民Jとはここではパシキール人，メシェリャーク人，チ

ュヴァシ人，モルドヴァ人，チェプチャーリ，ボブィーリ，タタール人，カルムイク人む

よびキルギス人をf旨す (T，α.+t :>ICe， CTp. 118)。なお，チェプチャーリとボブイーリについて

は，不十分ながら拙稿「ロシアにわける植民問題J(r史観j112冊， 1985年) 93頁の注目2)，
(33)を参照された Po

(1日 Tα.+t :>ICe. 

(16) A. I1.可YJIOllIHll.KOB， (φeo瓜SJIbHhleOTHOllIeHllfl B BSllI.KllpllH II 6S11I.KllpC.Klle BOCCTSHHfI XVII 

II I1epBos I10JIOBHHhl XVIII B.} -B .KH Mamepua.ab/， no ucmopuu Bαml>upcl>otl ACCP，可.1， 

M.ー江.， 1936， CTp. 3-64. 

(17) H. B. YCTIOroB， (BSllI.KlfpC.KOe BCCCTSHlIe 1662-1664 rr.} HcmoputteCl>ue 3αnUCl>u， 1949， KH. 

24， CTp. 44. 

(18) A. H. YCMSHOB， IIpucoeθuHeHue.・" 1960， CTp. 20・21; Ero me， soθ'p08o.abHoe npucoeθuHeHue.... 

CTp. 34・35. なお，ウスマノーフ自身には，パシキーリア併合について注(5)であげた三つの

研究書があるが，最初に書いた1949年のモノグラフでは「強制」説を採っていた O しかし，

1960年および82年のそれでは， H. B.ウスチューゴフ， C.ニグマトゥーリンむよび B.グレ

ーデリの批判を受け入れて見解を変え， 1自由意志J説に立っている(T，α.+t :>ICe. CTp. 35綱36)。

なお， 82年版のモノグラフは， 60年版を加筆・修正したものであるが，ことに，ウファ建

設について新たな章が付け加えられているのが特徴である。

(19) CM. Ottepl>u ucmopuu CCCP. IIepuoθ cteoθa必u3.+ta. l>oHelf X V - Hαtta.ao XVII 88.， M.， 1955， 

CTp. 674・682(A. H.ウスマーノフと H.B.ウスチユーゴフの共同執筆である); C. 11. Py;o;eH.KO， 

Baml>UpbL (ucmopul>o・amHozpactUttecl>ue0匂epl>uJ，M.・江.， 1955 ; Ottepl>u no ucmopuu BαωI>UpCl>otl 

ACCP， Yφa， 1956， CTp. 56・66 (なお，執筆者は A.H.ウスマーノフである); P. r. KyseeB， 

Ottepl>u ucmoputtecl>otl amHozpactuu 6αωI>Up，可.1，YφS， 1957 ; P. r. KyseeB II B. X.町四a1lI6aeB，

400 .aem 8.+tecme c pyccl>u.+tu Hαpoθα.+tu， YφS， 1957 H瓜p.

(20) P. r. KyseeB II B. X.旧江河a1lI6seB，YI>α3. COtt.， CTp. 50. 

(21) M. X. PSXMSTyJIJIHH， J[，αce.aeHue Bαml>upuu 8 XVII-XVIII 88.， M.， 1988， CTp. 21. 

(22) M. A. Y CMSHOB， T，αmαpCl>ue ucmoputtecl>ue UCmottHUI>U XVII -XVIII 88.， KSSSHb， 1972， CTp. 25. 

位3) E. J. Lazzerini，“Tatarovedenie and the “New Historiography" in the Soviet Union; 

Rising the Interpretation of the Tatar噌 RussianRelation，" S lavic Review， vol. 40， 
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No. 4， 1981 ; C. X. AmfUwB， (rrplwoe瓦HHeHllS Ha po瓜OBCpe瓜Hero rrOBo~mbH K PyCCKOMy 

rocy.n;apcTBy.) -B KH.: Tαmα.pUJl 8 npow'//'o.u U HαcmORUfe.u. C60pHUK cmameil， KasaHb， 1975 ; 

拙稿「パシキール人サラヴァト・ユラーエフJ(rロシア史研究j42号， 1986年) 29-30頁。
また， シベリア史における併合の意義については，吉田俊則「シベリア植民初期のロシア

入社会についてJ(rロシア史研究j47号， 1989年)42頁を参照されたい。
(24) C. X. A~HIIIeB ， YKα3. cmαm.， CTp. 174.177 沼尻a~ee.

(2日 Tα.uJlCe， CTp. 181・182.

(26) T，α.u JlCe， CTp. 179. 

(27) T，α.u JlCe， CTp. 180・183.

部) 1989年 6月4H ([1) (第 2U日)，法政大学で行われたO なお，これは口頭での発言であり，

しかも質問に対する返答という'性格上，その内容は限定的にしか利用できないであろう O

(29) P. r. KyseeB (CocTaB~eHHe ， rrepeBo.n; TeKCTOB， BBe瓜eHHeH KOMeHTapHH)， BαWKupcKue weJICepe， 

V中a，1960， (凧江ee-BαWlwpcKue weJICepe)， CTp. 8. 

(30) たとえば， B.ユマートフは{:i*(rrpe瓜aHHe)，月.H. ソゴ口一フは年代記 (~eTorrHCb)，凡B.ロ

シェフスキーは編年誌 (xpOHHKa)，rr. C. ナザー口フは歴史記録(班CTopH~eCKaH sarrHcb)とし

た (T，α.uJlCe， CTp. 7)。

(31) Tα.u JlCe. 

(32) Ta.u JlCe， CTp. 9. こうした伝承史料としての (IIIemepe)は，単にパシキール人だけのもの

ではなく，カザフ人， トゥルクメン人，キルギス人，モンゴル人むよび他の諸民族にも存

在していた。しかも，それらは IIIamapa，Ta白pa，TapHX等の異なる名称を持っていた (Ta.u

JlCe， CTp. 10)0 

(33) 彼には，注(29)であげた編集・翻訳書の他に，次の 4 連の史料紹介がある o P. r. KyseeB， 

(BaIIIKHpCKHe IIIemepe H rrpHcoe.n;HHeHHe BaIIIKHpHH K PyCCKOMy rocy河apcTBy) C08emCKaJl 

amHozpαrtUJl， 1957， No. 4 ; Ero me， {HoBhle HCTO羽田m 0 rrpHcoe.n;HHeHHH BaIII問 pHHK Pycc. 

KOMy rocy.n;apcTBy)， -B KH. : M，αmepua'//'bt Hαytt.Hoil ceccuu， nOC8JlUfeHHOil 400-.//，emulO npucoe. 

θUHeHUJl BαWKUpUU K PycCKO.uy zocyθαpcm8y， Vφa， 1958， CTp. 3.22. 

(34) A. H. V CMaHOB， J(06P080ぷbHoenpucoeθUHeHUJl"・， CTp. 20. 

。5) なお， クゼーエフによって編集されたものの他に，種族によって異なる幾つもの(IIIemepe)
のヴアリアントが存在する (A.3. Acφa1明HHpOB，(BaIllKHpcKHe HCTO~HHKH) -B KH.: Hcmo-

pU匂eCKoe3Hαtt.eH ue...， CTp. 19.20)。

(36) 江.B. qeperrHHH， PyccKa.fl ucmopuozpartu.flθo XIX 8eKα， KypcλeKヰU.fl， M.， 1957， CTp. 78.108 ; 

M. A. Y CMaHOB， y，町α3CO匂.， CTp. 17. 

(37) HcmopuozpαrtU.fl ucmopuu CCCP， 1， M.， 1961， CTp. 46.47.なお， rモスクワ第三ローマ論」に
関して，邦語文献では次の論考がある O 栗生沢猛夫「モスクワ第三ローマ理念考J(金子幸

彦編『ロシアの思想、と文学 その伝統と変革の道-j，恒文社， 1977年)0 

(38) J1. B. qeperrHHH， YKα3. CO仏， CTp. 42， 58， 93， 99， 112 H瓜p.

目的 Ott.epKU ucmopuu ucmopu匂eCKoilHαyKU 8 CCCp， T. 1， M.， 1955， CTp. 77， 171.173. 

(40) P. r. KyseeB， J(06P080品 HoenpucoeθuHeHue...， CTp. 8. 

(41) 三橋高治男「オスマン帝国とヨ一口ッノ¥'J (r岩波講座世界歴史j15，岩波書白， 1979年)， 
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422-424頁。

(42) 阿部重雄 f16・17世紀の東ヨーロッパ諸国J(r岩波講座世界厩史j15，岩波書庖， 1979年)，
414頁O

(43) P. r. KyaeeB， J(06p060.ltb1tOe npucoeθu1te1tue...， CTp. 8 O'l{epKU no ucmopuu BαUlKUpCKOU ACCP， 

CTp. 57 ; CM. C. O.皿MIf，ll;T，{IIpe，ll;nochIJIKIf If nepBhIe ro舟 1Ka3aIfCKO蹟 BO白HhJ(1545-1549)}司

TpyabL MOCK06CKOZO ZOC. ucm叩UKO-apXU61tOZO U1tCmU町 mα，M.， 1954， T. 6， CTp. 192-194 (未見). 

また，前掲拙稿「パシキール人サラヴァト・ユラーエフJ29頁をも参照された l'0 

(叫 P. r. KyaeeB， J(06p060.ltb1tOe npucoeθU1te1tue.・ CTp.8. まさに，この点こそ本文ですでに述べ

たアリシェフの社t判するところであろう O

(4日 三橋高治男，前掲論文， 431頁。

(46) A. H. V CM8HOB， llpucoeθu1te1tue.・ 1960，CTp. 25 ; Ero me， J(06P060必b1tOenpucoeθu1te1tue...， CTp. 

40. 

(47) TaM :HCe， CTp. 41 ; Ero me， llpucoeau1te1tue...， 1960， CTp. 25.なお， 18世紀のオレンブルグ地

方の地誌については次の研究を参照されたいo II. 11. PhIqKOB， TonozpαrtUR Ope1t6ypzcKou 

zy6ep1tuu， OpeH6ypr， CTp. 197・211.

(48) A. H. V CM8HOB， llpucoeθu1te1tue-..， 1960， CTp. 26 ; Ero me， J(06P060・Itb1tOenpucoeθu1te1tue...， CTp. 

41. 

ゆ1) T，αM :HCe， CTp. 41・42; A. H. V CM8HOB， llpucoeθU1te1tue.・ 1960，CTp. 26. 

(50) B. rpeKoB If A. HKy6oBCKIffi， 3o.ltomαR Opθa u ee nαθe1tue， M. -J1.， 1950， CTp. 130. 

(51) B. B. Pa，ll;JIOB， OnbLm C.ltα6apR m/OpKcKuX 1tαpe'l{Uu， T. III， CII6.， 1905， CT6. 1629. 

(52) A. H. V CM8HOB， llpucoeθu1te1tue.... 1960， CTp. 30 ; Ero me， J(06p060.ltb1tOe npucoeθu1te1tue...， CTp. 

46. 

(53) TαM :HCe; Ero me， llpucoeθu1te1tue.-.， 1960， CTp. 30; O'l{epKU ucmopuu CCCP， llepuoθrteoθa-

.ltU3Mα， IX -XV 66.， l.J:. 2. 1953， CTp. 424. 

(54) 同道の地理区分については，M，αmepUa.ltbL no ucmopuu Bα附 UpCKOUA CCP，可.1，江OK.No. 28， 

CTp. 135-140. を参f!官。また， 18世紀のそれについては，拙稿「プガチョーフ叛舌L前夜のパ

シキール人ーその社会的変貌-J (r社会経済史学j49巻 2号， 1983年) 56頁の地lヌ|を参照
された l'0 

。5) A. H. VCM8HOB， llpucoeau1te1tue...， 1960. CTp. 30 ; Ero me， J(06P060・Itb1tOenpucoeθu1te1tue...， CTp. 
47. 

(56) パシキール語で 6If，ロシア語で 6酬である O

(57) A. H. VCM8HOB， llpucoeau1te1tue.--， 1960. CTp. 27 ; Ero me， J(06p060.ltb1tOe npucoeθu1te1tue.... CTp. 

42. 

(58) TaM me， CTp. 45 ; Ero me， llpucoeθu1te1tue...， 1960， CTp. 29. 

15日 TaM me， CTp. 31 ; Ero me， J(06P060・品b1tOenpucoeθu1te1tue-..， CTp. 47-48. 

(60) 実に， 20世紀にいたるまでそうした情況は続いた (AlexandreBenningsen， S. Enders 

Winbush， Muslims 01 Soviet Empire， A Guide， London， C. Hurt & Company， 247弓48)η

(61) A. H. V CM8HOB. llpucoeθu1te1tue..-. 1960， CTp. 27 ; Ero me， J(06P060.1tb1tOe npucoeθu1te1t ue-..， CTp. 

43-44. 
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(62) T，αM JlCe， CTp. 53 ; E1'o 1I(e， llpucoe8ulteltue...， 1960， CTp. 39 ; CM. HcmopuR T，αmαpUU 8 Mαme・

puαAαx U θo~yMeltmαx. M.， 1937， CTp. 57-58. 

(63) rr. H. Ph円 ROB，y~α3. CO仏. CTp. 83. 

(64) A. H. Y CMaHOB， llpucoeθUlteltue.... 1960， CTp. 39 ; E1'O 1I(e， s06p080'//'bltOe npucoeθulteltue.... CTp. 

58. 

(65) P. r. HyaeeB， 1買pOUCXOJICθeltue6，αω~upc~oeo 11.αp08a. M.， 1974， CTp. 319-320 ; E1'o 1I(e， Baumu-

pc~ue weJICepe. CTp. 145. 

(66) E1'o me， s06P080・JlbltOenpucoeθulteltue.... CTp. 9. 

(67) A. H. Y CMaIlOB， llpucoeθulteltue...， 1960， CTp. 39-40 E1'o 1I(e， s06p080'//'bltOe npucoeθulteltue... • 

CTp. 58-59. 

(68) カザンH二国の崩壊に関して，邦語文献として次のものがあるO 石戸谷重郎 116世紀中葉に

おけるロシアとカ寸fごンJ(r奈良産業大学紀要J第 2集， 1986年)， fri] 1イヴァン四世の東方
政策ーカザン・アストラハンの併合一J(r奈良文化女子短期大学J第17号， 1986年)。

(69) 01{ep~u ucmopuu CCCP， llepuoδrjjeoθα.//，U3Mα. ~oltelf XV -11.αqα.//，0 XVII 88.， CTp. 350・351.

(70) TαM JlCe. CTp. 354. 

ヴ1) T，αM JlCe. CTp. 354-355. 

(72) A. H. Y CMaHOB， IIpucoeθulteltue.... 1960， CTp. 68 ; E1'O 1I(e， s06p080'//'bltOe npucoeθulteltue...， CTp. 

93. なお，オレンブルグを仲介とする18世紀のロシアと東方との交易の様子については次

の研究を参照されたい。 r.A. MHXaJIeBa， Tope08b~e u nOCO'//'bc~ue 印刷uPoccuu co cpe8lte伺同構

mc~uMu XaltCm8αMU 1{epe3 Opelt6ype， TaUIReHT， 1982. 

(73) そのことは，ロシア・ソヴェト史学にむいてロシア帝国の多民族的性格を包括的に扱った

研究がほとんどないという現状とも関連があろう。その最大の原l羽はロシア史学自体の伝

統そのものにあったといえる O 国家学派の流れをくむ歴史家たちは，ロシア帝国による地

方の征服過程とその発展に注目したが， 19世紀の全欧的なロマン主義的傾向の影響を受け

つつ，彼らは千重ナショナリストの立場から，ロシア国家の領土獲得の成功，その文明の

進歩'I~，むよび世界史上におけるその役割を称えることに努めてきた。このことは，とり

もなむさず，ロシア国家に抱摂された非ロシア民族やその社会に対する批判的な考え方・

態度を彼らにとらせたり，帝国の発展にとっての諸民族の寄与を過少評価させたりもした

といえよう (J.Pelenski， Russiααnd Kαzαn. Conq，uest αnd lmperiαl lde0 logy， 1438・1560s，

Mouton， 1974， pp. 2-3)。

(7心 A.H. Y CMaHOB， IIpucoeθulteltue， CTp. 64・68; E1'o 1I(e， s06p080'//'bltoe npucoeθulteltue...， CTp. 93-

97. 

(75) llo・Jlltoec06paltue pycc~ux .//，emonucetl (，l~a江ee -llCPJ!J， M.. 1965， T. XIII， nepBaH nOJIOBHHa， CTp. 

230 ; CM. HcmopuR T，αmαpuu…， CTp. 125-127.なむ，アールスコエ地方はカザ、ン汗国のなかで

農耕を営むタタール人の一大中心地であった (TaMJlCe， CTp. 129， 134， npHMe'IaHHe 3， 54) 0 

(76) IICPJI.， T. XIII， nepBaH nOJIOBl:IHa， CTp. 230. 

(7引 A.H. YCMaHoB， IIpucoe8ulteltue...， 1960， CTp. 75 ; E1'o 1I(e， sof5，φ'pO何80J刷/

104. 

ヴ8) IICPJI.， T. XIII， nepBaH nOJIOBHHa， CTp. 239. 
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(7紛 A.H. Y CMaHOB， IIpucoeθUllellue...， 1960， CTp. 76 ; Ero me， J(06P080・Ilb1l0enpucoeθUllellue...， CTp. 

104-105. 

(80) TαM JlCe， CTp. 105 ; Ero me， IIpucoeθUllellue...， 1960， CTp. 77. 

(81) HcmopuJl T，αmαpUU…， CTp. 124. 

償却 H. M. KapaM3lfH， JfcmopuJl 20Cyθαpcm8αPOCCUUCX020， T. IX、CII6.，1892， CTp. 236・237: CM. 

HcmopuJl T，αmαpUU…， CTp. 127. 

(83) A. H. YCMaHoB， IIpucoeBullellue...， 1960， CTp. 71・72; Ero me， J(06P080・Ilb1l0enpucoeθUllellue... ， 

CTp. 100-101. 

(85) なお，パシキール人の unemepe)や18世紀の著述家たち (II.11.ルイチコーフ， 11. K キリ

一口フ， B. H.タチーシチェフ等)は，パシキール人をノガイ人と区別していなかったのは

注目すべきである (Y.X. PaxMaTyJIJIlfH， Yxα3. CO'l.， CTp. 20) 0 

8日 TαM JlCe. 

(86) HcmopuJl θUn.llOMαmuu， T. 1， M.， 1941， CTp. 201. 

(87) A. H. Y CMaHOB， IIpucoeθUllellue...， 1960， CTp. 79 ; Ero me， J(06p080.llb1l0e npucoeθUllellue...， CTp. 

108-109. 

(88) パシキール人はロシア人ツアーリをそのようにn手んだ。

側 ヘジラ!晋。西暦1552年にあたる。なむ， (即emepe}のなかでは，年号の誤まりが多くみら

れる O

(90) イスラム孝文のこと O

(91) Baw，xupcxue w，eJICepe， CTp. 33. 

(92) TaM JlCe， CTp. 33・34.

ゆ3) A. H. Y CMaHOB， IIpucoeθullellue...， 1960， CTp. 79 ; Ero me， J(06P080.1lb1l0e npucoeθullellue...， CTp. 

108-109. 

(94) Bαw，xupcl>ue w，eJICepe， CTp. 73-74， 78・79，127. 

ゆ5) P. r. Ky3eeB， J(06p080.llb1l0e npucoeθullellue...， CTp. 11. 

(96) TeM JlCe， CTp. 12. また，カラムジーンはこの点について，次のように記している o 1557年
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The Process of Annexation of the Periphery by the 

Russian Empire :A Case of Annexation of Bashkiria 

Koichi TOYOKA W A 

The pu叩oseof thls paper is to clarify the hlstorical process of the annexation of the 

Bashkiria. In thls paper， the process will be examined as the first step of the colonizatinon 

by the Russian Empire whlch took place仕omthe middle of the 16th century to the second 

half of the 18th century. 

The paper consists of the following parts : 

Introductory Note 

1 The Social Situation on the Eve of the Annextion 

II On The Process of the Annexation 

阻 SomeChanges after the Annexation 

Conclusion 

The study on the annexation of Bashkiria has been made since the 19th century. The 

annexation has been regarded either: Bashlkiria was compelled to be annexed by the Russian 

Empire ; or this region joined the Empire of its own will by the second half of the 16th cen-

tury. Presently， the majority of the Soviet hlstorians stand on the latter position. However， 

several scholars such as S. Kh. Alishev stand against thls point of view. Concerning thls 

matter， we have two kinds of materials， namely， the oral tradition of the Bashkir people， Sche-

jere， and the Russian chronicles. 

The intemational situation before the annexation around Bashkiria was much complicated. 

The relation between the Ottoman Empire and the Muscovite State had been peacefully good 

through commerce. But Turkey was a threat to Muscovy. As a matter of fact， Turkey 

甘iedto make an anti-Russian block covering the Khanate of Kazan， the Crimean Khanate， the 

Khanate of Astrakhan， and the Nogay Horde. At that time， Bashkiria was divided and ruled 

by these powers except the Khanate of Astrakhan under the influence of Turkey. Therefore， 

the Bashkirs could not found the unified political organization and mechanism for themselves. 

The Muscovite State， seeking its own interests in the East， took an agressive attitude toward 

the Khanate of Kazan， whose position was against the State. 

The process of the annexation is described in Schejere. The Whole Bashkiria was 

annexed into the Muscovite State by the end of the 16th century. The majority of the Soviet 

hlstorians do not regard the annexation as the conquest by Ivan IV， but as the Bashkirs' join司

ning into the Muscovite State voluntarily as mentioned before. However， examining the point 

carefully， we may白ldthat both the Bashkirs and the Muscovite State had their own intention 
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of the annexation. F or the Bashkirs， it was to secure出eirlives， the hereditary lands， the 

Muslim religion， and liberty. And for the Muscovite， it was to seek the state's interests. 

Because these intentions were satisfied to a certain extent， the annexation was made peace-

fully on the surface. 

After the annexation， some changes soon began in Bashkiria. At first， the relationship 

between the Russian Empire and the Bashkirs changed into the ruler闇subordinaterelationship 

through the system of the iasak-payment一一-which taxed the Bashkirs' production of animal 

fur一一一， and the military service. Secondly， encouraged by the Russian government， divi-

sion of the social stratum developed rapidly in Bashkiria. The ruler-subordinate relationship 

also developed much more than before the annexation. Thirdly， as soon as the Russian gov-

ernment began to take the first step toward the annexation， the Bashkirs started a movement 

against it. We can曲ldmany uprisings against the Russian colonial policy even before the 

Pugachev revolt in the second half of the 18th century. 

From these points of view， we can conclude that the annexation of Bashkiria is to be re-

garded as first step of the colonization， and that many changes in this area seen仕omthe 

second half of the 16th century to the second half of the 18th century are to be examined 

C訂e釦lly.
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